
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このパンフレットは、市民の皆さんが宅地開発される際に、どういったことに注意されたらよいかについて、

主として都市計画法及び宅地造成及び特定盛土等規制法の観点から説明しています。 

 

 とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 明石市は、都市計画法に定める東播都市計画区域に属しており、その中で市街化区域と市街化調整区域に分

かれています。 

 

◆都市計画区域 
 
     市街化区域  市街化を形成し今後計画的な整備を 

進めていくべき区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域） 

※市街化区域・市街化調整区域の区分については都市総務課で確認して下さい。（電話での区域確認はご遠慮下さい。） 

明 石 市 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、

もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の

増進に寄与することを目的としています。 

①  都市計画法  

街並み・まちづくり 



宅地開発(開発行為)を行うとき都市計画法の許可が必要な場合があります 
 

開発行為とは   

 

 

 

 

◆開発区域面積が 500 ㎡以上で道路又は水路など公共施設の整備

が伴う場合（区画及び形質の変更） 

 

 

 

 

 

◆500 ㎡以上の農地や青空駐車場など建築敷地以外の土地を建築

敷地にする場合（形質の変更） 

（例） 
 

 

 

 

 

 
 

◆切土又は盛土を行う部分の面積が 500 ㎡以上でその高さの最大

値が50cm以上の造成工事を伴う場合（形質の変更） 

 

 

主として建築物の建築または特定工作物の建設に供する目的で行う

土地の区画・形質の変更をする行為 

宅 地 

公 

道 

市街化区域において許可を要する宅地開発 

（例） 

（例） 

造成面積≧500㎡ 

かつ 

最大造成高さ≧50㎝ 

公 

道 

青空駐車場 

公 

道 

宅 地 

公 

道 

宅地 宅地 宅地 

宅地 宅地 宅地 

農地や青空駐車場等

の面積≧500㎡ 




